
 

 

   
          

 

       

 

 

 

 

      
  

 

    

       

      

      
  

  

  

  

    

      
  

  

   

      

               

                

          

  

  

  

  

    

   

    

  

 

 
  

  

  

 

 
  

   

        

        

    
    

    
    

    
    

    
    

72

　換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例(譲渡損益調整資産に係

る措置)を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第65条第10項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00582｣

③　｢適用額｣欄：｢18｣欄の｢その他(　　)｣の空欄に｢換地処分等｣と記載した

  資産の｢14｣欄の金額

別表十四(六)
｢18｣欄に｢換地処分等｣と記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

｢14｣欄




